
医師の働き方改革に係る広島県医療対策協議会での意見聴取について 

 

 

 

 

 

 

１ 趣旨 

  令和６年４月からの医師の働き方改革の施行に向け，医療法第 113 条に  

基づき広島県医療審議会による特定労務管理対象機関指定申請（B 水準,連携

B水準,C-1水準，C-2 水準）に関する意見聴取を行い，県知事が特定労務管理

対象機関を指定する。 

  C-1水準については，この医療審議会に先立ち，臨床研修プログラム・専門

研修プログラム等の実施による地域の医療提供体制への影響を確認するため，

広島県医療対策協議会の意見聴取を行う。 

  

２ 医師の働き方改革に向けた取組について 

  各医療機関おいては，派遣先医療機関を含め，自院の医師の時間外・休日労

働時間数を把握し，年間 960 時間を超える場合には特定労務管理対象機関指

定申請の準備を行っている。 

  一方，県においては，宿日直許可申請や時短計画の作成等医療機関への個別

支援を行いながら，各医療機関における特定労務管理対象機関指定の意向等

の把握に努めているところである。 

  

＜参考＞  

申請区分 指定目的 指定要件 

B 水準 地域医療の確保 〇三次救急医療機関，二次救急医療機関（年間救

急車受入台数 1,000 台以上又は年間での夜間・休

日・時間外入院件数 500 件以上等） 

〇在宅医療において特に積極的な役割を担う医

療機関 

連携 B 水準 地域医療の確保のため 

（派遣先労働時間通算） 

〇医師の派遣を通じて，地域の医療提供体制を確

保するために必要な役割を担う医療機関 

C-1 水準 臨床研修・専攻医の研修 〇都道府県知事により指定された臨床研修プロ

グラム又は日本専門医機構により認定された専

門研修プログラム/カリキュラムの研修機関 

C-2 水準 高度な技能の習得 〇医療技術の水準向上に向け，先進的な手術方法

など高度な技能を有する医師を育成することが

公益上必要である分野において，審査組織が十分

な教育研修環境を有すると認めた医療機関 
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特定労務管理対象機関指定の流れ
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